
1 車道の交通規制について １について
本工事においてアスファルト舗装下にループコイルを埋設するため
アスファルトを剥ぎ取りループコイルを埋設後、舗装する必要があり 　本線上のﾙｰﾌﾟｺｲﾙの施工においては、追い
ますがループコイルが２車線にまたがって埋設されるため、 　越し車線を規制し、追い越し車線ﾙｰﾌﾟｺｲﾙを
「工事区間通行止め」または「反対車線への迂回路」にて施工する 　施工、余長ｹｰﾌﾞﾙを一旦仮埋設、その後走行
のが最も効率的ですが道路公社様の規定上で交通規制の制約は 　車線を規制し、走行車線ﾙｰﾌﾟｺｲﾙを施工する
ございますでしょうか？ 　手順で想定しています。実際の規制について

　は発注者との調整を経て、警察協議の上決定
　されます。

2 ランプ部施工時の夜間規制の時間帯について ２について
ランブ部施工時、工事区間通行止めを実施する必要が御座います
が、規制の時間帯について（20:00～5:00など）ご教示お願い致しま 　ﾗﾝﾌﾟ部のﾙｰﾌﾟｺｲﾙの施工においては、

す。 　午後9:00～翌朝午前6:00の間の通行止め
　による施工を想定しています。こちらも実際の
　規制については発注者との調整を経て、警察
　協議の上決定されます。
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